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委員の異動

六月十九日

辞任

細田健一君

宮崎謙介君

宮崎政久君

山田美樹君

丸山穂高君

同日

辞任

大野敬太郎君

笹川博謹君

新谷正義君

船橘利実君

足立康史君

補欠選任

笹川博義君

船橋利実君

新谷正義君

大野敬太郎君

足立康史君

補欠選任

山田美樹君

細田健一君

宮崎政久君

宮 崎 謙 介 君

丸山穂高君

六月十八日

原発からの撤退とエネルギー政策の抜本的転換に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一二二二号）

即時原発ゼロを求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一二二三号）

直ちに原発ゼロを求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一二二四号）

即時原発ゼロに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一二二五号）

原発からの撤退を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一二五六号）

同月十九日

今すぐ原発ゼロの日本の実現に関する請願(赤纈政賢君紹介)(第一四○四号）

同(笠井亮君紹介)(第一四○五号）

同(穀田恵二君紹介)(第一四○六号）

同(佐々 木窓昭君紹介)(第一四○七号）

同(志位和夫君紹介)(第一四○八号）

同(塩川鉄也君紹介)(第一四○九号）

同(高橋千鶴子君紹介)(第一四一○号）

同(宮本岳志君紹介)(第一四一一号）

同(塩川鉄也君紹介)(第一四六三号）

原発からの撤退を決断しエネルギー政策の転換に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一四一二号）

同(笠井亮君紹介)(第一四一三号）

同(穀田恵二君紹介)(第一四一四号）

同(塩川鉄也君紹介)(第一四一五号）

は本委員会に付託された。

本日の会識に付した案件

政府参考人出頭要求に関する件

経済産業の基本施策に関する件

私的独占の禁止及び公正取引に関する件

－◇－

○富田委員長これより会議を開きます。
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設備投資をする中小企業を優遇し､投資を促進させるという方法はこれまでもいろいろと考えられ､実施されてまいりましたが､それらは主に
ハードの面ばかりであるように感じます｡ソフト面での投資を行う企業を優遇する制度が必要ではないでしょうか。

海外の先進事例で､例えばイギリスでイノベーションバウチャー制度というものがあります｡中小企業に､大学などの専門知識を利用するのに
用いる三千ポンドのバウチャー､いわゆる利用券を支給して､当初必要な､要はｿﾌﾄ面での投資の資金に充ててもらうという趣旨で､生産性向
上や競争力強化などのため､通常はなかなか中小企業は大学などの専門的知識にアクセスできない､あるいは利用しようということに思い至ら
ないわけですが､そのきっかけを与えることを主な目的にしているわけです。

同様の制度がオランダやアイルランドにも広まって､成果を上げているということであります。

イノベーションバウチャーは､中小企業が必要な専門知織を得るためのコストの一部を負担するもので､日本でも大いに参考にすぺきものだと
考えます。

ここで大臣にお伺いをいたします。

この例のように､中小企業のソフト面への投資を促進するバウチャー制度について見解をお伺いしたいと思います。

○茂木国務大臣制度としてバウチャーという形がいいかどうかは別にして､設備に対するハードへの支援だけではなくて､ソフト面の支援､もし
くは､最近はハードとソフトが一体になっているようなものもありますので､そういった支援については極めて重要だ､このように考えております。

例えば､研究開発を行う中小企業､小規模事業者を集中的に支援するために､平成二十五年度予算において､ものづくり中小企業連撹支援
事業､予算額でいいますと百十九億円でありますが､これを実施いたしまして､研究開発から試作までの取り組みを一貫して支援する､こういっ
た施策も推進をさせていただいております。

○井坂委員支援の方法は､もちろんいろいろあるというふうに思います｡例えば､今も､コンサルに相談するのに最初の三回は無料になると
か､いろいろやり方はあると思うんです。

私は､バウチャーというやり方が特にこの面ですぐれていると思いますのは､まず利用券が配られてしまうものですから､これまでの支援策とい
うと､そういうソフト面に投資しようともうはなから思っている企業は優遇策を受けるわけですけれども､まずバウチャーが配られると､金券が来た
ので､これは使わな損やなという形に必ずなるわけですね｡そこで初めて､じゃあ､どこかの大学に､ふだんはとても敷居が高くてできない研究開
発を頼んでみようかと。

あと､私が本日お伺いしたいのは､研究開発だけでなくて､ITソフトウエアの投資､あるいは会社のデザイン全体をブラッシュアップするような投
責についても､中小企業は､ふだん､なかなか敷居が高いのではないかなと考えているところですから､こういった中小企業が､研究開発､それ
からIT､デザインなども含めた投資をしようと思うきっかけになるようなバウチャー制度をぜひ検討いただきたいというふうに思います。

最後に､設備投資の自由償却についてお伺いをいたします。

みんなの党は､かねてから､民間の自由な設備投資を促進するという目的で､租税上の償却期間はもう事業者に任せよう､即時償却も自由に
できる自由償却制度というものを訴えてまいりました｡今般､政府も設備投資の即時償却の検討を始める流れになっているようですが､私は､こ
こまで来れば､もう自由侭却も認めてはどうかというふうにも考えるところであります。

例えば､何でもかんでも認めるとこれはもう大混乱になるわけですが､今回の設備投資の即時侭却を検討されるのと同じように､政策目的や対
象品目をしっかりと絞った上で､自由償却税制､これをなぜ導入できないのかということについて､参考人の御意見を伺いたいと思います。

○星野政府参考人お答え申し上げます。

有形固定資産の減価憧却につきましては､公平公正な課税の観点から､統一的な取り扱いをするために､使用実態を踏まえて資産別に税務
上の耐用年数を定めているところでございます。

こうした原則の例外として､投資を促進するために特別な償却を認める政策税制がございますけれども､その場合においては､特別な侭却が
できる事業年度や償却率を定めているところでございます。

今先生御指摘のございました即時償却の制度でございますけれども､これは､特別な償却を認める政策税制の一つでございまして､現行制度
で申し上げますと､例えば､太陽光､風力発電設備などを対象として限定的に認められておるわけですが､これは､設備等の投資を行った事業
年度において､その取得価額全額を償却費として計上できる仕組みでございます。

他方､いつ､どの程度の減価償却を行うかということについて企業の自由に任せるということにしてしまいますと､仮に政策目的や対象品目を
絞ったとしても､これは悪意的な利益調整を許すということになりますから､やはり慎重な検討が必要ではないかと考えているところでございま
す。

O井坂委員即時償却になりますと､それは強制的にもう全企業が即時償却をさせられるわけではないんでしょうから､やはり､即時償却をする
かしないか､そこに､要は利益調整という悪意性が私は生まれるのではないかなというふうに思うところです。

ちょっと時間があれなので霞また日を改めて識論をしたいというふうに思います。

あと､もう一点､設備投資だけでなくて､ソフトウエア投資についても､自由償却でなくてもいいですけれども､これから検討する即時償却の対象
に､耐用年数が三年ないし五年とされるソフトウエアの投資も含めて､先ほど申し上げたような企業のソフト面での生産性向上と投資促進という
ことに寄与できないかということについてもお伺いをしたいと思います。

○星野政府参考人今先生の御指摘されたソフト面の設備投資につきましては､償却制度の趣旨を踏まえて､どのようにやっていくかということ
について今後いろいろと検討してまいりたいと思っております。

○井坂委員ありがとうございます。

本日、中小企業についていろいろとお伺いいたしましたが､私は､巨大企業であっても多国籍企業であっても､もともとは中小企業であった､あ
るいは､前回お尋ねしたような起業でも､それをやれば最初に生まれてくるのはやはり中小企業だという意味で､子供が育たない国は滅ぶのと
同じように､中小企業が伸び伸び育たない国というのもこれまた滅ぶというふうに思っております。

シンク･スモール･ファーストといういわば当たり前のメッセージをいま一度政治が力強く発信をして､経済産業省や中小企業庁の守備範囲だけ
でなく､税制や金融や､あるいは雇用労働制度など､あらゆる分野で中小企業第一ということをぜひ貫いていただきたいということをお願い申し
上げまして､本日の質疑を終えます。

ありがとうございました。

O富田委員長次に､塩川鉄也君。

O塩川委員日本共産党の塩川鉄也です。

きょうは､オスプレイを含む米軍機の飛行と原発問題について質問をいたします。
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危険なオスプレイの配備､訓練について､住民､自治体から厳しい批判の声が上がっております｡意見書等の採択を行った自治体が全国で二
百を超え､沖縄では島ぐるみの反対運動となっております。

ことし三月以降､本土においても岩国基地を拠点にオスプレイの訓練飛行が繰り返されております｡岩国基地を拠点にして､愛媛県､高知県な
どのオレンジルートでの訓練飛行などが実施をされております｡その中には夜間訓練も含まれています。

そこで､高知県は繰り返し､オスプレイを含む米軍機の低空飛行訓練､特に夜間の低空飛行訓練を即時中止することを国に要望しております。
そして､少なくとも訓練飛行前に飛行に関する情報を提供することを求めています。

例えば､高知県の要望書で､米軍機の訓練飛行に関する情報提供について､三月十三日に出されたものがありますが､ここでは､｢飛行訓練
の情報は､消防防災ヘリやドｸﾀー ヘリの航行の安全性を確保するため大変重要であり､関係機関に対して周知を行う時間も必要なことから､オ
スプレイに限らず他の米軍機による訓練につきましても､ルートや飛行日時など可能な限り詳細な楕報を､時間的な余裕を持って提供するよう
に､米側に対し求めていただきますよう､あわせてお願い申し上げます｡」このようにしております。

そこで防衛省にお尋ねをいたします。

防衛省は､高知県が求めているこのような米軍機訓練飛行のルートや飛行日時など､可能な限り詳細な情報を訓練飛行前に提供するよう米
軍に働きかけておりますか。

○前田政府参考人お答えいたします。

今御指摘のございました米軍の飛行ルートでございますが､米軍が飛行訓練の目的達成､あるいは飛行の安全確保､さらには住民の皆様へ
の影響抑制等の必要性を安定的に満たすという観点から､一定の飛行経路を念頭に置いて飛行することがあるというふうに承知しておりますけ
れども､その具体的なルートについては､米軍の運用に係る事項であり､防衛省として必ずしも承知しておらないことから､お答えすることは困難
なわけでございます。

他方で､オスプレイの飛行訓練等に関する地元の皆様からの御懸念の声があること､これは踏まえておりまして､オスプレイの訓練等に係る情
報が得られた場合には､速やかに関係自治体にお知らせをしてきたところでございます。

今後とも､米側から得られた情報については速やかにお知らせをしてまいりたい､かように考えてございます。

○塩川委員例えば､三月一日に小野寺防衛大臣は､今後､飛行ルートを含めて自治体にしっかり説明していきたいということから､このような
飛行ルートなど､米側には情報提供を求めていきたい､このように述べているのは､そのとおりですね。

O前田政府参考人お答えいたします。

今も申し上げましたとおり､私どもも地元の皆様方の御懸念については十分承知しておるところでございまして､可能な限り梢報が得られるよう
な努力は常日ごろから行ってきているところでございます。

大臣がお答えしたのも､そのような趣旨を踏まえて、日々 努力しているという趣旨をお答えしたものというふうに承知しております。

○塩川委員防衛省として､飛行ルートなど､米軍機の訓練飛行についての情報提供を米軍に求めているということです｡実際には､地元自治
体が要望するような情報は提供されておりません。

国交省にお尋ねします。

航空法に基づき､米軍機も､国交大臣に飛行計画､フライトプランの提出が謹務づけられております｡その飛行計画には､運航開始時間とか出
発地とか飛行ルートとか目的地などを記入することになっていると思いますが､相違ありませんか。

○高橋政府参考人お答え申し上げます。

先生の御指摘のとおりでございます。

○塩川委員重ねて国交省にお尋ねします。

在日米軍基地からの米軍機の飛行計画はどのように国交省に提出をされているんでしょうか｡その仕組みを説明してください。

O高橋政府参考人お答え申し上げます。

在日米軍基地から出発します米軍の飛行計画につきましては､当該基地近傍の自衛隊の部隊を経由して国土交通大臣に提出されることと
なっております。

具体的には、自衛隊の飛行計画を取り扱うコンピューターシステムを経由して私どものシステムに提出されているところでございます。

○塩川委員在日米軍基地の近傍の自衛隊の部隊を経由して国交大臣に届けられる｡その際に､自衛隊の中にあります飛行管理情報処理シ
ステムというコンピューターシステムを介して国交省の方に届けられているということでよろしいですね｡確認です。

O高橋政府参考人お答え申し上げます。

自衛隊におけるシステムの名称については私ども承知しておりませんけれども､コンピューターシステムを介して私どももいただいております。

O塩川委員例えば､米軍岩国基地から米軍機が訓練飛行する場合に､その飛行計画は自衛隊のどこの基地に提出されているんでしょうか。

○高橋政府参考人私は､具体的な基地の名称については存じ上げません。

O塩川委員在日米軍基地から出発する米軍機の飛行計画は､米軍から自衛隊に提出をされ､国交省に通報する仕組みになっております｡そ
の飛行計画には､答弁にありましたように､飛行開始時間や飛行ルートも記戦されています。

防衛省にお尋ねします。

防衛省は､米軍に訓練情報の提供を求めているが詳しい情報が得られないとしていますけれども､そもそも､米軍の訓練飛行情報は､飛行計
画という形で既に防衛省･自衛隊自身が保有しております｡防衛省が飛行ルートなど､米軍機の訓練飛行についての情報提供を米軍に求めて
いるというのであれば､みずから保有している米軍機の訓練情報を明らかにすればいいのではありませんか。

O前田政府参考人お答えいたします。

今先生の御指摘､また国交省の方からお答えのございました点でございますが､実際には､国土交通省の窓口が置かれていない米軍の飛行
場を離陸する米軍機の飛行計画について､米軍から国土交通省に対して通報するわけなんですけれども､そういうケースにおいて､便宜上、自
衛隊の部隊が飛行計画の入力作業をするという場合がございます。
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なお､そういった飛行場でない米軍基地の場合には､離陸する情報､飛行計画を直接国土交通省に通報するケースもあるというふうに聞いて
おります。

したがいまして､いずれにしても､米軍機の飛行計画全てが防衛省を経由しているということではないということを御理解いただきたいと思いま
す。

○塩川委員答えていないんですけれども。

ちょっとその前に､では確認です｡米軍の岩国基地から飛び立つ米軍機の飛行計画については､空自の春日基地に提出されると承知していま
すけれども､そのとおりでいいですか。

○前田政府参考人お答えいたします。

岩国について申し上げますと､今申し上げました飛行計画の入力作業をする場合には､これは春日の部隊が行うというふうに承知をしておりま
す。

○塩川委員空自の春日基地に提出されて､それが自衛隊のコンピューターシステムに送られ､そこから国交省のコンピューターシステムに提
出されているという経緯であります。

つまり､地元自治体は､少なくとも事前に訓練のルート､時間を教えてくれと言っているわけですよ｡防衛省も､防衛大臣を初めとして､飛行
ルートなどについては米軍に情報提供を求めていきたいと言っているわけです｡しかし､実際には､米軍の訓練飛行､オスプレイを含む米軍機の
訓練飛行などが岩国から行われるときには､その飛行計画が事前に空自の春日基地に届けられておるわけですから､防衛省･自衛隊の中に既
に事前に悩報があるわけですよね。

だったら､それをしっかりと出すということこそ地元自治体の要望に直ちに応える道であるわけで､あたかも訓練情報が手に入らないかのように
振る舞っているというのは余りにも対応としてはおかしな話でありまして､地元自治体の情報提供要請に応えないというのは極めて不誠実な対
応だとは考えませんか。．

O前田政府参考人お答えいたします。

少し繰り返しになってしまうかもしれませんが､私どもが行っておりますのは､国土交通省の窓口が瞳かれていない米軍の飛行場を離陸する米
軍機の飛行計画につきまして､便宜上､自衛隊の部隊がこの飛行計画の入力の作業をするという実務を担当いたしております。

したがいまして､当該飛行計画の受理者は国土交通省であるということになりますので､その内容について防衛省が申し上げる立場にはない
のではないかというふうに考えております。

○塩川委員フライトプランには､飛行の経路について､ルートを書くようになっているんですよ｡ですから､そういう情報が防衛省･自衛隊の中に
あるんでしょう｡それを地元自治体の要望に応えて答えるということが何でできないんですか。

○前田政府参考人お答えいたします。

繰り返しになって恐縮でございますが､防衛省といたしましては､そのような際の飛行計画は､入力作業を国土交通省にかわって行っている立
場でございますので､そこで知り得た情報をどうするかという問題についても､これは防衛省としては申し上げる立場にないということを御理解い
ただきたいと思います。

○塩川委員政府全体として対応していくということで言っているわけですから､そもそも情報を事前に持っているのに出さないということ自身が
おかしい｡そういう点でも､地元自治体の要望に応えないという姿勢は極めて不誠実だと言わざるを得ません。

蔚職鶉難軽蝿籔習耀鮭舗鶇溌歳灘霧瀞辨講習鰯謝辞尭剥繍謝躍
触するんじゃないか､そういう懸念があるから自治体が要望しているわけで､こういうのに応えられないようなオスプレイを含む米軍機の低空飛
行そのものは麗められないということを強く言わざるを得ません。

この間､こういう米軍機が原発上空を飛行している事例というのが明らかになっています。

防衛省にお尋ねします。

防衛省が作成をしている｢米軍機の飛行に係る苦情等受付状況表｣における原子力施設上空の米軍機飛行の記録はどのようになっておりま
すか。

O前田政府参考人お答えいたします。

今先生お尋ねになりました原子力関連施設上空の飛行についてでございますが､平成十九年度以降においては､そうしたケースで計六件の
苦情がございます｡苦情の内容といたしましては､施設上空の飛行を避けてほしいという旨の内容でございます。

なお､防衛省といたしましては､これらを受け､米軍に対してその内容を通知するとともに､配厳を求めたところでございます。

○塩川委員資料を配らせていただきました｡そこの一枚目と二枚目が､今紹介しました防衛省が作成しています｢米軍機の飛行に係る苦情等
受付状況表｣です。

一枚目､この左から二つ目の枠､｢苦情等申出者｣②と垂を見ると､東通原発｡.つまり農惠北電型の東通原発｡量の省魁_｢遜了旦鞄3弾t
九年四月三日において､二つ飛ばして｢苦情等の概要｣を見ると､ジェット機二機が来たと｡｢苦精等の内容｣のところ､最初の三行だけ見ますが、
r禾百あ昼を夛芳応二面~戦闘協亙原二罰発電所王室を通過及Z睦回LJ皀ﾀ』ということ童竺手書右側の[備劉欄に､防衛省力i米勇唱瞳謬乱
ています｡米軍から回答があって､｢第三五戦闘航空団所属F16戦闘機は､苦情発生場所の北部上空におりました｡｣というので､米軍自身が飛
んでいるということを認めています。

二枚目は日本原燃です｡｢飛行日時｣が平成二十一年の十月二十六日の九時四十八分ごろということで､右側から二つ目の枠のところ､｢苦悩
等の内容｣を見ると､本日九時四十八分ころ､グレーのヅｪｯﾄ機が原燃施設､再処理施設の上空を通過したということで､－番右側の欄､｢備
考｣欄にあるように第五空軍から回答があって､｢同時刻､当該地域に米軍機がいた｡遺憾です｡｣こんなふうに出てくるわけです。

このように､米軍機が現に原子力施設上空を航行しているということを米軍自身も認めています。

それと､原子力規制庁が作成しております原子力施設付近上空の航空機飛行確認連絡票というのがあります｡これは資料の三枚目ですけれ
ども､原子力規制庁は､前身の原子力安全･保安院時代から､原子力事業者にこの施設付近上空の航空機飛行確認連絡票の提出を求めてき
ました。

そこで防衛省に確認します。

責料の三枚目で出てくる平成二十五年三月三十日の伊方発電所上空を南方向から北方向へ飛行したこの航空機について､これは資料では
お配りしていませんが､写真が掲職されております｡この伊方原発上空を飛行した航空機は米軍機ではないかと思いますが､その機種､所属部
隊がどこかを教えてください。
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O前田政府参考人お答えいたします。

防衛省におきましては､米軍機の飛行に伴う地方自治体あるいは住民の皆様方からの苦情を受けた場合に､米軍に対してその内容を通知い
たしますとともに､飛行の有無などの事実関係を問い合わせ､その結果について地方自治体等に情報提供しているところでございます。

今先生の御指摘のありました件でございますが､三月三十日の航空機の飛行につきましては､地方自治体あるいは住民の皆様方の苦情は受
けておりませんでした｡実は､先生からの御指摘もいただきましたので､米側に改めて確認いたしましたところ､当該機は米海軍所属のP3Cで
あったという回答を得ております。

○塩川委員米海軍のP3C対潜哨戒機ということであります｡ですから､ことしの三月三十日にも伊方原発施設上空を米軍機が飛行していま
す。

伊方原発周辺というのは､沖縄の米軍基地と米軍の岩国基地間の航空機飛行ルートになっております｡また､岩国から高知県沖の米軍の訓
練空域､自衛隊の訓練空域への移動経路にも当たり､オスプレイも飛行しているルートであります｡つまり､頻繁に米軍機が通過する空域です。

そこで､このような原子力施設との関係で､この伊方におきましては､一九八八年の六月二十五日に､米海兵隊のヘリCH53が伊方原発からわ
ずか八百メートルの距離で墜落事故を起こしております。

国交省でも防衛省でもいいんですが､そういう事実があるということだけ､確認で､お答えいただけますか。

○前田政府参考人お答えいたします。

御指摘の件につきまして'主一九八八年､昭和六t三毎室月二士五旦選騨県酉寄型訓迩酊2恩国璽型1種原巽j蝉?哩1号鑿詮
て､米海兵隊普天間基地所属のCH53ヘリコプターが岩国基地から普天間基地へ向けて飛行中に墜落し､乗員七名が死亡した､こういう事実を
承知いたしております。

○塩川委員伊方原発のほぼ真上に当たる佐田鯉半島の北側斜面1亨激乳蝋体I鍵↓撞蕊重I惣漣這り{騒建Z重離ﾘ斜面査壽頁
メートルほどずり落ちて大破した､乗員七入が全員死亡した｡機体がはね返らなければ原発の敷地内に落ちて大惨事になっていたんじゃないか
と言われております。

こういった原子力施設周辺においては､航空機の飛行についてのさまざまな制限を設けています。

国交省にお尋ねします。

伊方原発周辺の航空図を見ると､民間訓練試験空域KS2が設定されていますが､伊方原発周辺の空域が半円状に切り取られております｡そ
れは､どういう理由からでしょうか。

○高橋政府参考人お答え申し上げます。

当該訓練試験空域におきましては､原子力施設の性質でございますとか､訓練試験空域で行われる試験飛行等の特性を考慮いたしまして､施
設から半径二マイル円内の区域の直上二千ﾌｨー ﾄまでの空域を除外する措置をとっております｡この措置は､英国でございますとかデンマーク
等における飛行の規制方法を参考にしたものでございます。

○塩川委員外国の例を参考にして､原子力施設周辺についての航空機､特に訓練飛行を制限しようという趣旨で設けられているものでありま
す｡ですから､原子力施設を中心とする半径ニノーティカルマイル､約三・七キロぐらいの空域においては､民間訓練試験空域からは除くことに
なっています。

防衛省においても.例えば､二QO○年に､空目の払員憂迦翻層ま離貿迩溺嘔靭睡重密熱蕊望『坐調顎鯏誌
た｡その後､部隊の規則を改正することによって､松島基地と自衛隊訓練空域との移動の経路としては､女川原発の周辺二マイルの範囲の外側
を飛行することを定めているということであります｡つまり、自衛隊機が自衛隊訓練空域に移動する場合でも､墜落事故が発生したような女川原
発周辺では飛行しないようにしているということであります。

そこで原子力規制庁にお尋ねします。

原発立地道県のつくっております原子力発電関係団体協議会が原子力規制庁宛ての要望書を出しておりますけれども､その要望書には､原
子力施設周辺上空の飛行禁止の法制化を求めています。

このように､女川ですとか､あるいは伊方など､近傍での自衛隊機､米軍機の墜落事故ということが背景にあるわけですけれども､こういった原
子力施設周辺上空の飛行禁止の法制化という要望に対して､正面から応えた措置を行うべきではありませんか。

O櫻田政府参考人お答えいたします。

原子力規制庁におきましては､原子力施設に対する安全を確保するという目的の規制を行ってございます。

その中におきましては､お尋ねのようないわゆ鋤空機Q墜謹職壷L)誰馳喫牌寧訟蕊副詞塵澱哩&塑号鵠詮j緊獲
痴暫罐嗣鱗流麗瞳飼鐙蕊予瀞郡壼塗ご迩藷唖夢9重暉騨蕊謹盤請甦た上で､防護設計が必要
なのかどうかということを確蕊する､必要があれば求めるということでございますが､そういった対応を求めてございます。

また､これは今､新規制基準を定めようとしておるところでございますけれども､その中においても変更はございません｡さらに加えまして､新し
い規制基準の中では､万が一航空機が墜落する､これは例えばテロ対策などもございますけれども､そういった場面においても､プラントが大規
模に損傷するというようなことが仮にあったとしても､消火活動とか､あるいは炉心､格納容器の損傷の防止､こういったものの対策を求めるとい
うことにしてございます。

以上のようなことで､今､規制としては､原子力施設に対する航空機の墜落事故に対する備えはできているのかなというふうに考えてございま
す。

○塩川委員いやいや､ですから､原発立地自治体そのものがこういう要望を出しているんですよ。

最後に大臣にお尋ねします。

このように､原発立地の自治体からは原子力施設周辺上空の飛行禁止の法制化という要望が出されています｡伊方原発周辺あるいは女川原
発周辺での墜落事故を考えた場合に､米軍機による原子力施設上空の飛行が繰り返されていることも含め極めて重大で､原発の安全というの
であれば､原発上空の米軍機飛行はやはり禁止すべき､こういうことを政府全体として行うべきではありませんか。

O茂木国務大臣原発については､安全性第一に考えたいと思っております。

規制委員会において本日策定した規制基準におきましても､航空機落下等によりプラントが大規模に損傷した状況において､消火活動の実施
や､炉心や格納容器の損傷を緩和するための対策を求めていると承知しております。

その他の対策につきましては､政府全体として検討してまいりたいと考えております。
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○塩川委員米軍機を含めて事故が起こっているわけですから､原子力施設周辺での飛行禁止をする､こういうことはやはり直ちに行うべきです
し､オスプレイを含む危険な米軍機の訓練飛行そのものを中止すべきだということを申し上げて､質問を終わります。

○富田委員長1委員長次回は､公報をもってお知らせすることとし､本日は､これにて散会いたします。

午後五時八分散会
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